
 

 

 

                         東京司法書士会調停センター 

＜調停の進行について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④調停依頼書受付（センター事務局）  ＊調停手続開始 

＊申立事務手数料の納付をしていただきます。 

③申込人への ADR 法 14 条に基づく説明 

①申込書受付（センター事務局）

②調停管理者による申込相談 

 

⑤調停管理者から、調停の依頼があったことを相手方に通知   

 

 

 

⑥調停管理者から、相手方の事情と出席するか否かを確認する。   

 

 

 

⑦【応諾】 

＊ 相手方へのADR法14条に基づく

説明 

【相手方より拒否又は出席意思不表

明】 

⇒終了 

 

 

 

 

⑧担当手続実施者の選任(センター長)  

 

 

 

 

⑬第２回調停 

⑩次回（第２回目）続行となる事件の場合の説明・確認事項 

⑨第１回調停 

⇒調停管理者による第１回調停日の日程調整 
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⑭第３回調停 …  

 

 

調停人による終了 合意成立による終了 調停の終了  

申込人の取下げ 

相手方の離脱 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調停管理者について＞ 

「調停管理者」とは，利用者の方に、当センターをご利用頂くにあたり必要な説明・案

内をする者です。 

具体的には、 

① 申込いただいた方からの申込相談員を受けること 
② 申込いただいた方及び相手方へ調停手続を説明すること 
③ 申込いただいた方及び相手方から事案の概要を伺うこと 
④ 調停依頼書の作成をお手伝いすること 
⑤ 相手方として、ご利用頂く方への通知及びご案内 
⑥ 第１回目の話し合いの日程調整及び必要書類等のご案内 
⑦ その他，調停手続に関するご案内 
をいたします。 

利用者の皆様は、手続終了まで、ご不明なことは調停管理者にご相談下さい。 
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